
座 談 会  

「ＩＴ委員会研究報告
「 次 世 代 の 監 査 へ の

展 望と課 題 」
について」（後編）

1 . 	はじめに
結城　日本公認会計士協会（以下「協会」といいます。）は、
2019年1月31日にＩＴ委員会研究報告第52号「次世代の監査
への展望と課題」（以下「本研究報告」といいます。）を公表いた
しました。

ＩＴの進化が会計業務や監査に与える影響と、その影響を受
けた次世代の監査手続に関する課題をまとめた本研究報告は、
ポイントが多岐にわたるため、本研究報告の公表の経緯や主要
な論点の解説を行う目的で２回に分けて座談会を開催すること
にしました。本日は座談会後編ということで、本研究報告の後
半部分で言及された次世代の監査に関する課題や未来の会計
士像をテーマに、本研究報告の作成に携わりましたＩＴ委員会
未来の監査専門委員会の紫垣専門委員長、本田専門委員、栁嶋
専門委員、富澤専門委員をお迎えし、私、協会理事の結城が司
会進行を務めさせていただきます。

前回及び今回の座談会を通じて、先進テクノロジーを活用し
た監査の展望と課題について、本誌読者の理解がより深まるこ
とを期待しております
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2 . 	前 編の振返りと次世代の監査手続

結城　まず、前回の座談会のポイントを振り返ってみたいと思
いますので、紫垣さんから説明をお願いします。
紫垣　本研究報告は、ＩＴ委員会研究報告第48号「ＩＴを利用
した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～」（以下「ＩＴ研
48号」といいます。）の公表後、特に、ＡＩの進化によって「公認
会計士の業務の大半はＡＩに代替されてしまうのではないか」
という未来への漠然とした不安が生まれたことに対し、ＡＩを
はじめとしたＩＴの進化が監査に与える影響を検証した結果を
まとめたものです。その中で、ＩＴの進化が監査に与える影響
を、被監査会社の会計業務に与える影響と、監査人の監査技法
に与える影響の大きく２つに分け、前者の例として、ERPやクラ
ウド会計システムの進化、RPAやブロックチェーンの活用によ
り生じる監査への影響を、後者については、ＡＩを活用した監査
手続や分析的手続、継続的監査（Continuous Auditing：以下

「ＣＡ」といいます。）、開示分析といった、新たな、又は既存のも
のをより高度化した監査技法が監査に与える影響について論じ
ました。前回の座談会では、これらの論点について各専門委員
が解説しましたが、今回はその後編として、研究報告の第Ⅳ章
と第Ⅴ章で論じた次世代の監査実施に当たっての諸課題につい
て、執筆に携わった専門委員から解説させていただきます。

全体像としては、上掲の図表１のとおりです。
結城　今回の座談会で話題となる次世代の監査ですが、そもそ
も、それはどのようなものですか。

紫垣　端的に申し上げると、データ分析を中心とした監査手
続です。データ駆動型社会といわれる現在の経営環境におい
て、いわゆるビッグデータを活用して効果的かつ効率的な監査
を実現しようとする手続を、本研究報告では次世代の監査手
続と呼んでいます。欧米ではData AnalyticsやAudit Data 
Analyticsと呼ばれているものですが、手法自体は、実はそこま
で先進性の高いものでなく、数年以内に実現可能と考えられる
ため、少し先の未来という意図を込めて“次世代”という呼び方
をしています。

結城　少し先の未来の監査手続を想定しているので、その実施
に当たっての課題もみえてきているということですか。
紫垣　はい、おっしゃるとおりです。次世代の監査手続はデー

図表1 	本 研究報告の構成と本座談会

ＩＴの進化が会計業務に与える影響
(第Ⅰ章／第Ⅱ章)

・ ERP(Enterprise Resource Planning）
・クラウド会計
・ RPA(Robotics Process Automation）
・ブロックチェーン

・ＡＩ（ Artif icial Intell igence）
・分析的手続
・ＣＡ（ Continuous Auditing）
・開示分析

ITの進化が監査技法に与える影響
(第Ⅲ章)

次世代の監査実施に当たっての諸問題と心証の在り方
(第Ⅳ章／第Ⅴ章)

未来の公認会計士像
(おわりに)

・第Ⅴ章までに述べた内容を前提として、 2030年ごろの社会における公認会計士像を展望
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なります。例えば、ビッグデータを活用して不正に関連する怪
しい仕訳をＡＩに機械学習をさせるといった場合、同一形式の
データを大量に用意する必要がありますが、仕訳データの構成
要素には、起票日、借方勘定科目、借方金額、貸方勘定科目、貸
方金額といったものがあります。ここで、会計システムによっ
ては、借方と貸方の情報を同一のレコードに記録していること
もあれば、別レコードに記録しているケースもあります（次頁の
図表３参照）。

このようなケースでは、形式をどちらかに統一しなければ分
析を行うことができません。この課題は複数の会計システムに
おいてのみ発生する課題というわけではなく、同一の会計シス
テムにおいてもデータ抽出方法が異なるとデータの並び方が
変わるといった場合に発生します。また、一言で「日付情報」と
いっても、それが起票日なのか、その伝票を入力した日付なの
か、それとも、伝票を承認した日なのかといったことを特定する
必要も出てきます。データが標準化されていない状況における
データ分析にはこの課題が常に付きまといますし、一説による
と、データ分析を専門に行うデータサイエンティストの作業時
間の8割は、分析のための事前のデータ加工に費やされている
とのことです。このような状況では、ビッグデータを活用した
次世代の監査技法の適用は難しくなります。そこで、売上、仕

図表2 	次 世代の監査手続実施に当たっての諸課題

タ分析を駆使した監査手続になるので、その実施に当たっての
課題は大きく２つに分けられます。それは、分析するデータ自
体を準備することに関する課題と、分析するスキルやツールを
用意することに関する課題です。分析するデータの準備は分析
の前提になる事項ですが、その課題を細分化すると、データ標
準化の必要性、被監査会社の協力によるデータ提供、入手した
データの取扱い上の注意に分けられます。また、分析用のデー
タを入手するだけでなく、監査人にはそれを分析する能力や
ツールが必要になってきます。これがもう１つの課題であり、こ
れを細分化すると、分析スキル等を有したメンバーを交えた監
査チームの在り方、ツール開発費用等を考慮した監査報酬の在
り方、監査人に求められてくるスキルとそれを獲得するための
教育制度、そして、資金力等に劣る中小監査事務所におけるこ
れらの課題への対応に整理されます。

また、後者に関連して、データ分析手法を活用した監査にお
いてどのような心証が得られるのかが、監査の高度化において
きわめて重要になってきます。この論点については、その重要
性に鑑み、第Ⅴ章として独立した形で内容を検討しています。

これらの論点を図に表すと上掲の図表２のとおりです。

3 . 	データ分析を活用した次世代の監査手続の課題

（ 1 ）標 準 化 され たデ ータの 必 要 性

結城　次世代の監査手続実施における課題が整理されたとこ
ろで、それでは、具体的に各項目の内容についてうかがってい
きたいと思います。まず、分析用データ自体の準備のためのデー
タ標準化という点について、本田さんから詳しく説明していた
だきたいと思います。
本田　データ分析を行うに当たり、そのデータが標準化されて
いることは、分析の高度化及び効率化の観点から非常に重要に

データ分析を活用した次世代の監査手続

分析用のデータが必要

課題１：
標準化されたデータの

必要性

課題４:
監査チームの在り方

課題５:
監査報酬の在り方

課題２：
被監査会社の協力

課題６:
必要とされるスキル

課題７：
教育制度

課題８:
中小監査事務所の対応

課題３:
データの取扱い

第Ⅴ章
心証の在り方

データ分析スキル及び分析用ツールが必要
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入、在庫といった監査の分析で必要となるデータが、企業横断
的に標準化されるようになれば、データ加工の手間が著しく省
けるようになり、企業横断的な分析も容易になります。本研究
報告では、このデータの標準化の動向として、ＩＴ研48号でも
紹介されていた国際標準化機構（ISO）におけるERPシステム
のデータ標準化の取組について解説しています。ISOの標準化
の議論は、もともと中国が発案し、それに米国公認会計士協会

（AICPA）が公表していたAudit Data Standardをベースに
して議論が進んでいますが、中国においてはすでに法令で標準
規格のデータが出力可能な会計システムの使用を強制している
ようで、監査でも仕訳検証に活用されるとともに、税務調査な
どもこのデータを前提に実施されているそうです。
結城　それは非常に興味深い話ですね。日本においてもこのよ
うな標準化が進めば非常に監査が効率化しそうですね。

（ 2 ）被 監 査 会 社 の 協 力

結城　では次に、被監査会社の協力とは具体的にどのようなも
のになるのでしょうか。
本田　これは非常に簡単な話で、たとえデータが標準化された
としても、そういったデータを被監査会社から提供されなけれ
ばデータ分析はできないということです。

しかしながら、実は、日本においてはこれがとても大きな課題
で、システムの統合が進んだ欧米と異なり、いまだに紙の資料
等の多い日本企業においては、そもそも、情報をデータ化して
提供するということ自体が困難であるといった課題が見受けら
れます。

一応、日本においても、平成27年度以降の税制改正によって、
スキャナ保存制度の要件緩和が進んだ関係で、徐々に、情報を、
紙媒体ではなく、データで保存するということが広まっています

が、電子保存といってもPDFのデータではデータ分析にそのま
ま使用できず、テキストデータへの変換が必要であり、OCRテ
キスト認識の精度がもう少し向上しなければ監査への幅広い活
用は難しい状況です。これではデータ分析を駆使した次世代の
監査を実現することができません。今後、次世代の監査手続が
広く普及していった場合、同規模同業の2社において、電子化を
推進してデータ分析環境が整備された会社に比べ、電子化が遅
れた会社は必要とされる監査時間が増えてしまう可能性があり、
結果として、負担する監査報酬にも影響を及ぼす可能性があり
ます。監査人の観点からの話に限らず、企業の業務の効率性向
上の観点からも、日本企業の電子化推進が望まれると思います。

（ 3 ）デ ータの 取 扱 い

結城　それでは、今のお話と、データの取扱いに当たっての注
意というのはどのような関係になりますか。
本田　次世代の監査実施に当たって、被監査会社から大量の標

図表3 	会 計システムのデータ形式不統一の例

伝票番号 伝票日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額

1 平成30年4月1日 現金 100 売上 100

型式が不統一だと分析できない！
伝票番号 伝票日付 入力日付 勘定科目 金額

1 2018/4/1 2018/4/2 現金 100

1 2018/4/1 2018/4/2 売上 −100
※（－）は貸方を表す

本田　翔氏
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査責任者、主査、補助者というような、公認会計士のみで構成さ
れた縦割りの監査チームから、複数の専門家で構成される、比
較的フラットなチームに変わっていくことを意味しています。
ただ、他の専門家の方々は、必ずしも会計及び監査の知識を十
分有しているとは限らないため、監査の中で一定の役割を果た
してもらうに際しては、十分な留意が必要となるでしょう。例
えば、監査人であれば暗黙のうちに共有されている「監査報告
書提出前にすべての監査手続を完了させる」という理解が共有
されておらず、後続の手続や審査を意識せずに手続を実施して、
必要な日までに手続が完了していないといった課題が発生する
可能性があります。このようなリスクを低減するために、監査
人には、従来にも増してプロジェクトマネジメント能力が求め
られてくるかもしれません。また、他の専門家の業務の汎用性
を高めれば、シェアードサービスセンターのようなものを設立
して業務を行ってもらうことも可能になると思いますが、その
場合には、監査チーム内に、直接、他の専門家が所属するわけで
はなくなるので、より一層、マネジメント能力が求められてくる
ようになるでしょう。

結城　監査チームの構成メンバーが多種多様になり、いろいろ
な個性が発揮されるようになりそうですが、マネジメントがさ
らに大変になりそうですね。

（ 5 ）監 査 報 酬 の 在り方

結城　シェアードサービスセンターを設立するような場合、監
査報酬にも何か影響が出てきますか。
栁嶋　他の専門家で構成されるシェアードサービスセンターの
構築や、次世代の監査実施のための新たなツール開発を行うよ
うになると、従来のように監査に費やされた時間の積上げをも

準化された形式のデータを入手できるようになると、我々監査
人が保持するデータの量も飛躍的に増大します。その中には、
従来よりも機密性の高い情報も含まれてくるでしょう。よって、
そういったデータを円滑に入手するためには、監査人にも、従
来よりも、より高いセキュリティに対する意識を持つことが求
められるようになると考えられます。

また、データ分析を主体とした次世代の監査手続は、それを
幅広く展開しようとすると、入手データの目的外利用の壁にぶ
つかる可能性があります。例えば、同一業界に属する複数の被
監査会社から入手した情報を匿名化して統合すれば、各社の監
査においてより精度の高い分析を行えるようになります。この
ような場合、すべての会社に対してそのような行為を行う旨、
趣旨、内容等を提示し、書面で合意を得る必要があります。ま
た、これは中小監査事務所で特に課題になる可能性が高いので
すが、複数の監査事務所が共同でデータ分析を行う場合、その
詳細をあらかじめ被監査会社に説明し、監査契約書にもその内
容を反映させておく必要があるでしょう。これらの課題は、守
秘義務など監査の根本にかかわるものであり、監査の信頼性を
揺るがしかねない、非常にセンシティブな課題であるため、監
査人としてもきわめて慎重な対応が求められる事項です。
結城　確かにこれは大きな課題ですね。本田さん、ここまで分
析用データの準備にかかわるさまざまな課題について説明して
いただき、ありがとうございます。

（ 4 ）監 査 チ ー ム の 在り方

結城　次に栁嶋さんから、データ分析スキルやツール開発にか
かわる課題について、まずは監査チームの在り方から説明して
もらいたいと思います。
栁嶋　ビッグデータに対する分析を活用した監査を行うに当
たっては、データ処理や加工スキル及び統計学の知識が必要に
なってきますし、データ加工を容易に行えるツールや統計手法
を活用した分析を行うことができるツールも必要になってきま
す。また、高度な分析を行うに当たって、ＡＩを活用した分析を
行えるようになると、より効果的かつ効率的な監査につながっ
ていくと考えられます。ただ、そのためには統計及び統計分析
ツールを使いこなす知識、ＡＩが分析ツールの中でどのように
利用され、どのようなロジックで判断を行ったのかを理解でき
るスキルといったものが必要になってきます。これらすべての
能力を公認会計士に求めることは困難なので、そういった能力
を有するデータサイエンティストやＡＩの専門家といった他の
専門家の利用が必要になってくるでしょう。これは、従来の監

栁嶋延欣氏
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とに行っていた監査報酬の計算方式を大きく変える必要が出て
くるでしょう。ツール開発やシェアードサービスの費用は一種
の間接費になると思いますので、それをどのように、報酬計算
上、考慮するのかについては、重要な課題になると思います。ま
た、そのような間接費の割合が高くなることは、被監査会社の
みえないところでの費用発生が増えるということも意味します。
そういう点で、監査人は被監査会社への報酬に関する丁寧な説
明も必要になってくると思います。
結城　確かに、被監査会社にいないのに監査報酬が生ずるので
あれば、経営者の理解を得るために非常に丁寧な説明が必要に
なるでしょうね。ただ、これは次世代の監査推進のためにも必
要不可欠な事項だと思います。

（ 6 ）必 要とされるス キ ル

結城　ところで、先ほど次世代の監査ではマネジメントスキル
の向上が必要だという話がありましたが、ほかに必要となりそ
うなスキルはありますか。
栁嶋　先ほど申し上げたとおり、次世代の監査実施に当たって、
高度な統計やＡＩ等の知識をすべて監査人が具備することは現
実的ではないと思います。ただ、専門家へ依頼する内容を特定
し、その実施した手続の内容及び結果を理解する能力は監査人
にも求められてくることになりますので、そういう点で監査人
も継続的に先進情報技術に関する知識を習得することが求めら
れてくるでしょう。まあ、これについては、過去からも、パソコ
ンをはじめとしたＩＴスキルが、業務に不可欠なスキルとして
習得が求められてきたことに鑑みると、監査に従事する者の宿
命なのかもしれませんね。

また、ほかに必要となるものとして、グローバルに対応でき
るコミュニケーションスキルが考えられます。データ分析を用
いた監査ツールや手法は世界中で研究が進んでいるので、それ
をタイムリーに察知して取り入れることは非常に重要になるで
しょう。ただ、これについては、海外子会社の監査人とのコミュ
ニケーションをとるスキルと大きく変わるようなところはない
とも考えられるので、実は旧来から求められているスキルとい
えるかもしれません。

なお、こうしたスキルに加えて次世代の監査特有で必要にな
るのは、データ分析を活用した監査手続を実施した結果を統合
して最終的に十分な心証を得る能力になると思います。これは、
単なる先進情報技術に関する知識にとどまらず、それを総括し
て結論を出す能力になります。この課題は監査の根幹となるき
わめて重要な課題なので、本研究報告では第Ⅴ章として改めて

論じています。

（ 7 ）教 育 制 度

結城　監査人が新たなスキルを獲得していかなければならな
いとすると、教育制度の見直しも必要になるかもしれませんね。
栁嶋　おっしゃるとおりだと思います。監査に従事する他の
専門家が増えるようになると、そういった専門家に対する会計
及び監査の研修、特に、監査の根幹をなす独立性や守秘義務と
いった事項に関する研修は重要になってくるでしょうね。また、
監査人に対しても、より先進情報技術や統計ツールの研修と
いったものが重要になってきてしかるべきではないでしょうか。
海外の例をみると、公認会計士の資格に合わせてシステム関連
の資格を取得するケースも多いと聞きますので、そういった資
格の取得奨励を行うのもよいかと思います。

ただ、現時点で、「次世代の監査を担う公認会計士像」という
のが十分確立しているとはいいがたく、したがって、それに応じ
た研修カリキュラムが整備されていないというのは大きな課題
だと思います。この点については、ＩＴ委員会の枠にとどまら
ず、幅広く議論していかなければならない課題だと思いますの
で、今回の研究報告が議論のきっかけとなれば、こんなにうれ
しいことはありません。

（ 8 ）中 小 監 査 事 務 所 の 対 応

結城　なるほど、本研究報告から非常に大きな課題につながっ
てくるのですね。ただ、いろいろな課題をみてくると、どれも非
常にコストのかかりそうな話ですね。比較的、資金力が劣る中
小監査事務所はどのように対応していけばよいでしょうか。
栁嶋　まずは被監査会社に寄り添って、そのリスクを見きわめ
ることだと思います。被監査会社の理解とリスクの見きわめは
監査上、当然、実施される事項ではありますが、データ分析を活
用した次世代の監査手続はデータの存在が前提となり、それは
通常、業務が高度に自動化されたような会社で実現可能になる
ので、まずはそういう条件に合致する会社かどうかの見きわめ
が重要ということです。日本企業はデータ統合が、比較的、遅れ
ていて、いまだにFAXや電話による受発注が行われる等、デー
タ活用に課題のある会社が多い状況です。そのような会社に対
しては、従来の監査手法を適用することになるでしょう。被監
査会社の状況に合わせた手続を選択するということが最も重
要であり、それは、いつの時代の監査でも変わることはありませ
ん。ただ、少子高齢化の時代にあって業務の自動化や電子化が
進まないというのは、その企業が徐々に競争力を失っていくこ
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断の正しさも含めてその資料の信頼性を評価する必要があるの
か、単純にＡＩの判断の結果がインプットされた電子データの
みの信頼性を評価するだけで十分な心証を得られるのかは、慎
重に判断しなければならない事項になるでしょう。特に、ＡＩの
判断の正しさを評価するに当たって、そのＡＩが判断の過程を
検証することができないニューラルネットワークベースのもの
であれば、十分な心証が得られないということにもつながりか
ねません。かといって、被監査会社にＡＩを変更してもらうよう
要請するというのも乱暴な話なので、こういったケースにどの
ように対応すべきか、今後、実務指針や研究報告によって協会
としても指針を出していかなければならないかもしれません。
また、統計ツールを活用して取引情報を可視化し、全体の傾向
から大きく外れた取引を不正リスクが高いものとして検証する
といった手続の場合、全体の傾向から外れていない取引に対す
る心証をどの程度得たかの判断は、各監査人の判断に委ねられ
ていますが、安易な結論を導くことがないように、明確な判断の
指針を具体的に設けることが必要になるかもしれません。これ
らの点については、我が国に限らず、国際的にも監査関係者に
こうした論点の検討について発信していくことも必要ではない
かと思われます。
結城　確かに、新しい種類の監査証拠が増えることは、我々の
業務の根幹にかかわる大きな課題ですね。それでは、次に、次
世代の監査手続を通じ、新しい枠組みや技術が個々の監査証拠
の評価に導入されるというのはどういうことでしょうか。
富澤　例えば、個々の勘定科目に対するリスクを定量化の技法
を用いて評価するといったことが考えられます。具体的には、
勘定科目の性質から、個々の企業の状況や経済のマクロ的な状
況がどのように当該勘定科目の固有リスクに影響を与えるかを
事前に設定しておくことで、固有リスクの評価を定量的に行っ
たり、統制評価手続や実証手続の当該リスクへの適合性や得ら
れる証明力を定量化し、当該勘定科目の妥当性について十分な
心証が得られたかを数値的に判断できるようにするといった可
能性が考えられます。
結城　それは面白いですね。監査ツールに実装できるならば、
監査人の労力削減にもつながりそうですね。それは、監査意見
形成の総括的な吟味にも適用できるものでしょうか。
富澤　さすがにそれは少し難しいと思います。そういった判断
は“総括的”というだけに、非数量的な判断で、複数の監査証拠
を組み合わせて矛盾がないかといったことの考慮が含まれるの
で、数値的な判断との相性が良くないと思います。ただ、我々の
研究の過程で、監査論の研究のひとつとして、監査のブラック

とを意味しています。そういう意味では、監査人は単に企業を
理解するのみならず、指導的機能を発揮して企業のＩＴ化推進
をサポートすることも社会的に求められてくると思いますので、
中小監査事務所に所属する公認会計士も徐々に先進知識を習
得する必要があるでしょうし、こういった知識を会員に対して
習得する機会を提供していくのは、協会として対応していかな
ければならない課題だと思います。

また、データ分析を行うためにはツールの活用という課題が
つきまとうこととなりますが、この課題を解決するため、ＩＴ委
員会としても、今後、中小事務所等施策調査会と共同で施策を
検討していきたいと考えています。
結城　ありがとうございます。中小監査事務所における監査用
ツールの活用という課題解決については、ＩＴ委員会の活躍が
不可欠だと思いますので、期待しています。

4 . 	心 証の在り方

結城　さて、ここまでで本田さんと栁嶋さんに次世代の監査手
続実施に当たっての諸課題を整理してもらいましたが、第Ⅴ章
ではそれに対する心証の在り方を論じています。この点につい
て、富澤さんから説明をお願いします。
富澤　先ほど栁嶋さんがちょっと触れてくださいましたが、実
は、この心証の在り方についての議論は、当初は第Ⅳ章のデー
タ分析スキルに関連する課題として扱おうとしていました。し
かし、内容を検討するにつれ、監査の根幹にかかわる非常に重
要な課題なため、独立した章として扱うことにしたという背景
があります。

心証の在り方としてまず注意しなければならないのは、監査
の保証は合理的な保証であり、絶対的な保証ではないというこ
とです。この合理性というものは、過去の監査慣行の中から積
み上がってきたもののため、実務慣行のない次世代の監査手続
に対してどのように適用していくかは非常に難しい課題だとい
えます。これを整理すると、①新しい種類の監査証拠が増える、
②個々の監査証拠の評価に新しい枠組みや技術が導入される、
③監査意見を表明するための合理的な保証を得る過程で、新し
い枠組みや技術が導入されるという3点が考えられます。抽象
的にいってもわかりにくいので、具体例を挙げて考えていきた
いと思います。まず、新しい種類の監査証拠というのは、厳密に
はデータ分析に関連するというよりも、被監査会社の会計業務
の進化に関連するものであり、例えば、被監査会社の使用する
ＡＩによって基礎資料が作成されているような場合、ＡＩの判
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ボックス化の解消のために、心証形成過程のモデル化とその開
示が望ましいという考えがあるという話もおうかがいしていま
す。その実現はかなりハードルの高い話と感じていますが、我々
としては、社会的要請が高まればそのようなモデル化と開示も
求められるようになる可能性があるということは留意しておか
ないといけないでしょうね。

結城　実務家としては直感的に不可能といってしまいそうな話
ですが、監査のブラックボックスの解消は重要な課題なので、
真摯に受け止めなければならないですね。

5 . 	お わりに

結城　さて、以上が研究報告の本論でしたが、本研究報告には
「おわりに」という部分があります。この部分について紫垣さん
から解説をお願いします。
紫垣　「おわりに」の部分では、未来の公認会計士像について読
み手がイメージしやすいように、小説調で記載しています。こ
れは、ＩＴ研48号の同様の試みが好評だったので取り入れてみ
ました。まず、最初の「2030年ごろの公認会計士像」は、特に第
Ⅳ章の「次世代の監査実施における監査チームの在り方」を意
識しながら、先進的な監査ツールを駆使して監査を行う公認会
計士の姿を描いています。ただ、実はこのツール、現時点におい
て既存の技術を組み合わせれば実現可能と考えられるもので
あり、2030年まで待たずとも、数年以内には達成できるかもし
れません。一方、「新たな領域で活躍する公認会計士像」では、
財務数値に限らず、広くデータの信頼性を保証する業務を提供
する公認会計士の姿を描いています。データ駆動型社会と呼
ばれる世の中になると、提供されるデータが信頼できるかどう

かというのは非常に重要な課題になります。各企業がオープン
データやデータバンクといったところから提供されるデータを
もとに経営判断を行うことになると、そのデータが信頼できる
ものでなければ、判断を誤ることになってしまいます。しかし、
データの作成には必ず人間が関与するため、誤謬または不正に
より誤ったデータが提供されてしまうリスクが存在します。よっ
て、監査を通じてそのようなデータに対して公認会計士が信頼
性を付与していくというのは、今後社会的に求められてくると
信じています。
結城　確かにそれは夢のある話ですね。では最後に、本研究報
告の総括と未来の監査専門委員会の今後の活動予定について
お願いします。
紫垣　我々未来の監査専門委員会が本研究報告においてお伝
えしたかったことは、ＩＴの進化が会計業務や監査技法に影響
を与えるため、公認会計士もそれに合わせて進化していかなけ
ればならないということです。本研究報告の展望する「次世代
の監査」は、その進化に当たって、実務上、取り組むべき具体的
な課題を取り上げていますので、ともすれば、ＩＴ研48号に標
榜された「未来の監査」よりも読み手に後ろ向きな印象を与え
るものになっているかもしれません。ただ、ＩＴの進化の流れは、
今後、より一層速度を上げて進んでいくと思います。その中で
監査の在り方が変わっていくこと、それに伴い、さまざまな課題
が生じることは必然であり、我々公認会計士もその流れを受け
止め、課題を克服して進化していかなければなりません。その
ための公認会計士の手助けとなるように、我々未来の監査専門
委員会では、今後も企業の技術革新に、我々がどのように対応
すべきかを幅広く検討していく予定です。まずは、未来予測を
通じて対応事項に関するロードマップの作成を行っていければ
と考えています。
結城　大変心強いお言葉、ありがとうございます。皆さんの今
後のより一層の活躍に期待しています。

富澤　豊氏
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